
公開空地標示板の設置位置、設置箇所数の例

・公開空地標示板は、原則として、道路から公開空地に引き込む部分（公開空地の端部や交差点の近接部など）の見やすい箇所に設置する。
・下記の例を参考に、詳細な設置位置については建築指導課と協議を行うこと。

○一面接道の場合

○二面接道の場合

○三面接道の場合

○四面接道の場合

※凡例

：公開空地

：標示板の設置位置
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